
【令和７年度予算概算決定額 38,086（38,101）百万円】
（令和６年度補正予算額 42,524百万円）

農村地域防災減災事業＜公共＞

＜対策のポイント＞
地震・集中豪⾬等による災害を防⽌し、農村地域の防災⼒の向上を図るための総合的な防災・減災対策を推進します。

＜事業⽬標＞
湛⽔被害等が防⽌される農地及び周辺地域の⾯積（約21万ha［令和７年度まで］）

＜事業イメージ＞＜事業の内容＞
１．防災・減災対策にかかる計画の策定（調査計画事業）
・ 地域の防災・減災対策に必要な諸条件に関する調査、農村
地域防災減災総合計画の策定等

２．農業⽤施設等の整備（整備事業）
・ ⾃然的・社会的要因で⽣じた農業⽤施設等の機能低下の回
復や災害の未然防⽌を図るための整備、防災機能を維持するた
めの⻑寿命化対策の実施、切迫する南海トラフ地震、⽇本海
溝・千島海溝周辺海溝型地震等の発⽣を⾒据えた防災インフラ
の整備等
・ 地域防災機能増進事業（⼟地改良施設豪⾬対策事業）に
おいて、複数施設の整備を必要とする実施要件を撤廃し、施設
の単独整備を可能に
・ 農業⽤河川⼯作物等応急対策事業において、頭⾸⼯等の撤
去に伴う代替⽔源の整備が可能であることを明確化

[お問い合わせ先] 農村振興局防災課（03-6744-2210）

調査計画
・農村地域防災減災総
合計画策定
・地域排⽔機能強化計
画策定

ため池整備
・ため池の整備（豪⾬・地震対
策、⻑寿命化対策等）
・ため池の統廃合
・管理体制の強化
・洪⽔調節機能強化 等

⽤排⽔施設整備
・湛⽔を防⽌するための
排⽔機場等の整備
・地盤沈下対策

農業⽤河川⼯作物
応急対策

・河川⼯作物（頭⾸⼯
等）の整備

農地保全整備
・農地侵⾷防⽌のため
の排⽔施設等の整備

⽔質保全整備
・⽤排⽔路の分離
・⽔質浄化施設の設置

公害防除対策
・客⼟、排⼟、区画整理

⻑寿命化対策
・⻑寿命化計画策定
・施設の補修・補強

総合的な防災減災計画に基づき、優先順位に応じて以下の防災・減災対策を推進

防災ダム整備
・洪⽔調節のための
ダムの改修 等

地すべり対策
・地すべり防⽌施設
の整備

⽯綿管対策
・⽯綿管の撤去・
交換

地域防災機能増進
耐震対策

・耐震性向上のた
めの施設整備

豪⾬対策
・総合的な地域排
⽔機能の強化

農道の防災対策
・農道橋等の耐震対策、防
災上危険な箇所の整備

＜事業の流れ＞

国
都道府県

都道府県

市町村 等
1/2、 定額等

1/2、 定額等

湛⽔被害総合対策
・排⽔施設整備、区画
整理、ハウス移転 等

⽔利施設危機管理対策
・転落防護柵等の安全施
設の整備

農村防災施設整備
・避難路、避難施設、安
全施設の整備 等※下線部は拡充内容



頻発化・激甚化する豪雨災害への対策強化
～農村地域防災減災事業の拡充～

○ 頻発化・激甚化する豪雨災害への対策を強化すべく、農業水利施設の浸水対策や治水上支障が生じるおそれがある

頭首工の撤去等を機動的に実施。

○ 近年、排水機場等が被災して、その機能を喪失することに

より、周辺の農地や住宅等に甚大な被害が発生。

○ 過去に整備された排水機場等において浸水対策等が講じら

れておらず、被害が生じるおそれのあるものが数多く存在。

〇 このため、豪雨災害への対策を強化するための施設整備が

急務。

○ 地域防災機能増進事業（土地改良施設豪雨対策）において、

複数施設の整備を必要とする実施要件を撤廃し、施設の単独

整備を可能とする。

排水機場等の耐水化 既存水路の拡幅 放水路の整備

実施要件等
・実施要件：総事業費800万円以上、又は防災受益30ha（畑に係

るものにあっては20ha）以上

・事業主体：都道府県、市町村

・補 助 率：50%等

○ 頭首工等の構造が不適当又は不十分なため、治水上支障が生

じるおそれがあるものについては、洪水等からの安全を確保す

るため、速やかに対策を講じる必要がある。

○ 受益面積の減少等により、頭首工等を改修するよりも、頭首

工等を撤去して代替水源を整備したほうが、経済的に有利な場

合もある。

○ 農業用河川工作物等応急対策事業において、頭首工等の撤去

に伴う代替水源の整備が可能なことを明確化する。

実施要件等
・実施要件：総事業費800万円以上

・事業主体：都道府県、市町村、土地改良区等

・補 助 率：50%等

老朽化によりゲート操作ができなくなり
治水上支障がある頭首工の撤去 代替水源（井戸）の整備

今後の対応

現状・課題

地域防災機能増進事業（土地改良施設豪雨対策）

今後の対応

現状・課題

農業用河川工作物等応急対策事業


